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食品衛生トピックス食品衛生トピックス

１　仙台市内で多く発生している食中毒

（１）寄生虫「アニサキス」による食中毒にご注意を！！

（２）鶏肉の生食や加熱不足によるカンピロバクター食中毒にご注意を！！



食品衛生トピックスⅠ.

※許可又は届出が不要な公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定されている業種

２　HACCP（ハサップ）が完全義務化されました！

※食品の国際的な規格

●

●

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000153364_00001.html


３　食品表示法が改正され、特定原材料に「くるみ」が追加されました

そば

小麦

卵

くるみかにえび

乳

MILK

落花生（ピーナッツ）

４　新たな遺伝子組換え表示制度が施行されました

※大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料とする加工食品
　に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件となります。
※旧制度では、分別生産流通管理をして、意図せざる混入を５％以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原料と
　する加工食品について、「遺伝子組換えでない」等の表示が可能でした。



食品衛生トピックス

６　食品衛生優良施設

Ⅰ.

住　　　所業　　種

飲 食 店 営 業

飲 食 店 営 業

屋　　　号

株式会社　仙台給食センター

NPO法人　あかねグループ 若林区遠見塚一丁目５－35

宮城野区幸町二丁目21－22

５　リコール制度

報　告　対　象

〇食品衛生法違反または違反のおそれ
　（１）食品衛生法に違反する食品等
　　　　　腸管出血性大腸菌により汚染された生食用食品、アフラトキシン等発がん性物質に汚染さ
　　　　れた食品等。
　（２）食品衛生法違反のおそれがある食品等
　　　　　違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで
　　　　汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

〇食品表示法違反
　　アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り。

https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp
https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/_link.do


１　食中毒発生状況

食中毒について食中毒について

（１）事件数の変化

（２）原因物質の変化（平成５年～令和４年）

（３）令和４年の月別原因物質別発生状況

表１　年次別食中毒発生状況
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食中毒について

発生件数

患者数

細　菌

ウイルス

化学物質

自然毒

その他

合　　　　計

原因物質分類

サルモネラ属菌

カンピロバクター

ウエルシュ菌

ノロウイルス

ヒスタミン

植物性自然毒

動物性自然毒

アニサキス（寄生虫）

クドア・セプテンプンクタータ（寄生虫）

過去
５年間

1

4

2

1

1

5

1

8

1

24
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24
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４

７
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5
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平成30年

3
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7

59

合計

５

18

表１　食中毒発生状況

表２　食中毒の発生件数と原因物質別発生状況
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２　食中毒の原因物質と予防について

【主な原因食品】　○生や加熱不足の食肉
　　　　　　　　　○生肉に触れた手や調理器具を介して汚染された食品

（１）食肉による主な食中毒

・人や動物の腸に常在する大腸菌の中でヒトに病原性を有するもの。
・糞便等に汚染された食品や水により感染する。
・牛の肝臓では胆管を通じて肝臓内部まで菌が侵入していることがある
　（加熱で菌を死滅させる以外に菌を除くことは困難）。
・腸管出血性大腸菌O111やO157は感染力が強い。
・12～72時間（O157は３～８日）
・下痢・腹痛・発熱・血便
　重症化し、溶血性尿毒症症候群（HUS）を発症することがある。

特　　徴

潜伏時間
主な症状

・鶏刺し、鶏レバー刺しでの食中毒事例が多い。
・鶏、牛、豚などの腸にすみ、処理時に肉（特に鶏肉）に付着する。
・牛の肝臓では胆管を通じて肝臓内部まで菌が侵入していることがある。
・低温に強く、少量の菌でも発症する。

・特に鶏卵の汚染による食中毒事例が多い。
・鶏、豚、牛、ペットなど動物の腸に存在し、肉や卵を汚染する。
・卵の殻に付着している場合がある。
・卵、肉に触れた手や調理器具を介して汚染された食品が原因となる。

・２～７日（通常２～３日）
・下痢・腹痛・発熱（38～39℃）・頭痛・倦怠感
・感染した数週間後に「ギラン・バレー症候群」を発症することがある。

・６～72時間
・腹痛・下痢・嘔吐・発熱（38～40℃）

特　　徴

潜伏時間
主な症状

特　　徴

潜伏時間
主な症状

・豚、イノシシ、シカの多くが感染している。
・感染した動物の肉を生で食べることにより、人に感染する。
・筋肉の他、血液や肝臓にもウイルスが存在している場合もある。
・15～50日
・悪心、食欲不振、腹痛、褐色尿、黄疸。妊婦では、重症化する割合が高い。

特　　徴

潜伏時間
主な症状

生で食べた方がＥ型肝炎ウイルスに感染し、死亡した事例や重篤
な症状を示した事例が報告されています。

【Ｅ型肝炎ウイルス】

食中毒原因物質　第２位！！（令和４年）

イノシシやシカなどの野生鳥獣の肉・内臓は十分加熱して食べましょう！
生で食べた方がＥ型肝炎ウイルスに感染し 死亡した事例や重篤

イイイイイイイイノノノノノノノノシシシシシシシシシシシシシシシシややややややややシシシシシシシシカカカカカカカカななななななななどどどどどどどどのののののののの野野野野野野野生生生生生生生生鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥鳥獣獣獣獣獣獣獣獣のののののののの肉肉肉肉肉肉肉肉・・・・・・・・内内内内内内内内臓臓臓臓臓臓臓臓はははははははは十十十十十十十十分分分分分分分分加加加加加加加加熱熱熱熱熱熱熱熱ししししししししてててててててて食食食食食食食食べべべべべべべべままままままままししししししししょょょょょょょょうううううううう！！！！！！！イノシシやシカなどの野生鳥獣の肉・内臓は十分加熱して食べましょう！

※HUS：小児や高齢者では痙攣・昏睡・脳症などによって致命的となることがある。

※ギラン・バレー症候群：手足の麻痺、顔面神経麻痺、呼吸困難等を起こす。

ⅡⅡ

https://www.youtube.com/watch?v=8AzuSUaxAJs
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049964.html


牛・豚の肝臓（レバー）や豚肉（内臓を含む）を
生食用として販売・提供することは禁止されています！
牛牛牛牛牛牛牛牛・・・・・・・・豚豚豚豚豚豚豚豚のののののののの肝肝肝肝肝肝肝肝臓臓臓臓臓臓（（（（（（（（レレレレレレレレババババババババーーーーー））））））））やややややややや豚豚豚豚豚豚豚豚肉肉肉肉肉肉肉肉（（（（（（（（内内内内内内内内臓臓臓臓臓臓臓臓をををををををを含含含含含含含含むむむむむむむむ）））））））をををををををを

生生生生生生生生食食食食食食食食用用用用用用用用ととととととととししししししししてててててててて販販販販販販販売売売売売売売・・・・・・・・提提提提提提提提供供供供供供供すすすすすすすするるるるるるるるここここここここととととととととはははははははは禁禁禁禁禁禁禁禁止止止止止止止止さささささささされれれれれれれれてててててててていいいいいいいいまままままままますすすすすすすす！！！！！！！！
牛・豚の肝臓（レバー）や豚肉（内臓を含む）を

生食用として販売・提供することは禁止されています！

鶏さし・たたき、鶏レバー炙り等 カンピロバクター食中毒が多発

『新鮮だから安全』ではありません！！『『『『『『『新新新新新新新新鮮鮮鮮鮮鮮鮮鮮だだだだだだだだかかかかかかかからららららららら安安安安安安安安全全全全全全全全』』』』』』』』ででででででででははははははははあああああああありりりりりりりりまままままままませせせせせせせせんんんんんんんん！！！！！！！！！！！！！！！！『新鮮だから安全』ではありません！！

お肉や内臓は、よく加熱して食べましょうお肉や内臓は、よく加熱して食べましょう

中心部まで十分に加熱
食肉 他の食品 調理器具や容器を分けて 処理・保管

十分に手を洗ってから
使用後に消毒・殺菌

予
防
方
法

食中毒についてⅡ.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126281.html
https://www.youtube.com/watch?v=CFoYbCW3qMY


食中毒原因物質　第３位！！（令和４年）（２）ノロウイルス

・冬に多く発生する。
・食品中ではなく、人の腸内で増殖する。
・ふん便や嘔吐物の中に大量のウイルスが排出される。
・回復した後も、長期間ウイルスの排出が続く。
・感染しても症状が出ない場合がある。
・感染力が強く少量のウイルスで感染・発症する。
・エタノール（アルコール）が効きにくい。

・生カキなどの二枚貝
・調理する人などを介してノロウイルスに汚染された食品

・24～48時間
・おう吐、腹痛、下痢、発熱など風邪に似た症状（無症状の場合も有）

特　　徴

主な
原因食品

潜伏時間
主な症状

ノロウイルスの感染経路

接触感染

飛沫感染

下水

飲料水を汚染

二枚貝に蓄積

塵埃感染

食中毒

環境や手指を
介しての感染

最終的にはすべて
経口感染

ⅡⅡ

１ 持ち込まない　…　調理施設に持ち込まない
２ 拡げない　　　…　調理施設を汚染させない
３ 加熱する　　　…　加熱して死滅させる
４ つけない　　　…　食品を汚染させない

食品の十分な加熱、手洗い等により食中毒を防ぐことができます！
また、調理従事者の体調管理も重要です！

食食食食食食食食品品品品品品品品のののののののの十十十十十十十十分分分分分分分分なななななななな加加加加加加加加熱熱熱熱熱熱熱熱、、、、、、手手手手手手手手洗洗洗洗洗洗洗洗いいいいいいいい等等等等等等等等にににににににによよよよよよよよりりりりりりりり食食食食食食食食中中中中中中中中毒毒毒毒毒毒毒毒をををををををを防防防防防防防防ぐぐぐぐぐぐぐぐここここここここととととととととががががががががででででででででききききききききまままままままますすすすすすすす！！！！！！！！
ままままままままたたたたたたたた、、、、、、調調調調調調調調理理理理理理従従従従従従従事事事事事事事者者者者者者者者のののののののの体体体体体体体体調調調調調調調調管管管管管管管管理理理理理理もももももももも重重重重重重重重要要要要要でででででででですすすすすすすす！！！！！！！！

食品の十分な加熱、手洗い等により食中毒を防ぐことができます！
また、調理従事者の体調管理も重要です！

https://www.youtube.com/watch?v=JEyQ1YQIlaU


食中毒について

（３）黄色ブドウ球菌　菌が産生する毒素は、加熱してもこわれません！

・人の鼻や皮ふ等に存在し、傷口など化膿した部分に特に多く存在する。
・手を介して食品を汚染する。
・菌が増殖する際に毒素を作り、毒素は加熱しても壊れない。

・おにぎり、サンドイッチ

・30分～６時間
・激しい嘔吐、腹痛、下痢

特　　徴

主な
原因食品

潜伏時間
主な症状

「つけない」「ふやさない」対策が重要です！「「「「「「「つつつつつつつつけけけけけけけけなななななななないいいいいいいい」」」」」」」」「「「「「「「ふふふふふふふふややややややややささささささささなななななななないいいいいいいい」」」」」」」」対対対対対対対対策策策策策策策がががががががが重重重重重重要要要要要ででででででですすすすすすすす！！！！！！！「つけない」「ふやさない」対策が重要です！

（４）ボツリヌス菌　芽胞を作って生き残り、加熱してもやっつけられません！

・土壌や河川、動物の腸管など自然界に広く生息する。
・酸素のない所で増え、熱に非常に強い芽胞を作る。
・毒性の強い神経毒を作る。
・１歳未満の赤ちゃんがハチミツを食べることによって、乳児ボツリヌス症
　にかかることがある。（赤ちゃんの場合、まだ腸内環境が整っておらず、
　ボツリヌス菌が腸内で増えて毒素を出す）

・缶詰、びん詰、真空パック食品、発酵食品
・ハチミツ（乳児ボツリヌス症）

・８～36時間
・吐き気・嘔吐・頭痛・めまい・筋力低下・脱力感・便秘・神経症状（視力
　障害、言語障害、呼吸困難など）
＜乳児ボツリヌス症＞
・便秘・ほ乳力の低下・元気消失・泣き声の変化・首のすわりが悪くなる

特　　徴

主な
原因食品

潜伏時間
主な症状

食品中で菌を「ふやさない」ことが重要です！食食食食食食食食品品品品品品品品中中中中中中中中でででででででで菌菌菌菌菌菌菌菌をををををををを「「「「「「「「ふふふふふふふふややややややややささささささささなななななななないいいいいいいい」」」」」」」」ここここここここととととととととがががががががが重重重重重重要要要要でででででででですすすすすすすす！！！！！！！食品中で菌を「ふやさない」ことが重要です！

Ⅱ.

https://www.youtube.com/watch?v=fkXjSZAH9ZY


「やっつける」と「ふやさない」が最も有効です！「「「「「「「ややややややややっっっっっっっっつつつつつつつつけけけけけけけけるるるるるるるる」」」」」」」」とととととととと「「「「「「「ふふふふふふふふややややややややささささささささなななななななないいいいいいいい」」」」」」」」がががががががが最最最最最最最もももももももも有有有有有有有有効効効効効効効効ででででででですすすすすすすす！！！！！！！「やっつける」と「ふやさない」が最も有効です！

（６）ヒスタミン　生成すると加熱しても分解されません！

・魚肉等に含まれるアミノ酸の一種であるヒスチジンが、細菌に分解される
　ことによってできる化学物質。
・一度生成されると加熱しても分解されない。
・冷蔵庫等、低温で保存していても増殖する。
・消費期限内であっても発症レベルまで増殖することがある。

・鮮度が低下したサンマ、サバ、マグロ、カジキ等の赤身魚及びその加工品

・30分～60分程度
・顔面紅潮、頭痛、じんま疹、発熱

特　　徴

主な
原因食品

潜伏時間
主な症状

ⅡⅡ

（５）ウエルシュ菌　芽胞を作って生き残り、加熱してもやっつけられません！

・人や動物の腸管や土壌、下水など自然界に広く生息する。
・熱に強い芽胞を作り、加熱しても生き残る。
・酸素のない状態で、一定の温度まで下がると急速に増殖する。
・食品と共に腸管に達した菌が毒素を産生する。

・肉類、魚介類、野菜を使用した煮込み料理や大量調理食品
　（カレー、シチュー、煮魚、麺のつけ汁、野菜煮付けなど）

・６～18時間
・下痢・腹痛

特　　徴

主な
原因食品

潜伏時間
主な症状

加熱しても分解されないため、温度管理及び購入後速やかに使用することが重要です！加加加加加加加加熱熱熱熱熱熱熱ししししししししててててててててもももももももも分分分分分分分分解解解解解解解解さささささささされれれれれれれれなななななななないいいいいいいいたたたたたたたためめめめめめめめ、、、、、、温温温温温温温温度度度度度度度管管管管管管管管理理理理理理及及及及及及びびびびびびびび購購購購購入入入入入入入入後後後後後後後後速速速速速速速速ややややややややかかかかかかかかにににににににに使使使使使使使使用用用用用用すすすすすすすするるるるるるるるここここここここととととととととがががががががが重重重重重要要要要要でででででですすすすすすすす！！！！！！！！加熱しても分解されないため、温度管理及び購入後速やかに使用することが重要です！

https://www.youtube.com/watch?v=aJnYNwHyrrE


（７）寄生虫　食中毒原因物質　第１位！！（令和４年）

原因食品

特　　徴

予防方法

・魚介類の刺身

・魚の内臓は、できるだけ早く取り除く。
・－20℃以下で24時間以上冷凍処理する。
・サバ、イワシ、サンマなどリスクの高い魚種を刺身等に
　調理する場合は、よく見て調理する。
・内臓の生食はしない。

潜伏時間
主な症状

・食後30分～12時間程度
・胃の激痛、下痢、腹痛、じんま疹

魚介類の寄生虫  アニサキス

原因食品

特　　徴

予防方法

・ヒラメの刺身

・ゴカイ等の環形動物を介して魚に感染し筋肉に寄生する。
・ヒトなどのほ乳類には寄生しない。

・－15℃～－20℃で４時間以上冷凍処理する。
・75℃、５分以上の加熱調理

潜伏時間
主な症状

・食後数時間程度（４～８時間程度）
・下痢、嘔吐、胃部の不快感等　　
・症状は一過性で、速やかに回復する。

ヒラメの寄生虫  クドア・セプテンプンクタータ

原因食品

特　　徴

予防方法

・馬刺し

・犬と馬の寄生虫（原虫）
・人に寄生して体内で発育することはない。

・－20℃（中心温度）で48時間以上冷凍処理する。

潜伏時間
主な症状

・食後数時間程度（４～８時間程度）
・下痢、嘔吐、胃部の不快感等
・症状は一過性で、速やかに回復する。

馬肉の寄生虫  サルコシスティス・フェアリー

・主にサバ、アジ、サンマ、カツオ、イカ、イワシ、サケ、
　ニシンなどの内臓の表面にうずまき状になって寄生する。
・時間の経過に伴い、筋肉に移行する習性がある。

食中毒についてⅡ.

絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげない

（８）有毒植物や毒キノコによる食中毒

◆間違えやすい植物の例

◆有毒植物や毒キノコを食べてしまったときは

食　　用有　　毒
スイセン
イヌサフラン
ドクゼリ
バイケイソウ類（コバイケイソウなど）
トリカブト

（葉）ニラ、ノビル、（球根）タマネギ
（葉）ギョウジャニンニク、ギボウシ、（球根）ジャガイモ , タマネギ
セリ、ワサビ
オオバギボウシ（ウルイ）、ギョウジャニンニク
モミジガサ（シドケ）、ニリンソウ

https://www.youtube.com/watch?v=AqHPuInYi1o


食品衛生情報食品衛生情報

１　食品添加物

ⅢⅢ

ⅢⅢ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/index.html


食品衛生情報

物質名（品名） 簡略名または類別名
L-アスコルビン酸ナトリウム ビタミンＣ  またはＶ.Ｃ

Ⅲ.



用　　途　　名

表示の免除対象 免除される理由 食品添加物の例

表　　示　　例
甘　　味　　料
着　　色　　料
保　　存　　料

増粘剤、安定剤、ゲル化剤または糊料
酸 化 防 止 剤
発　　色　　剤
漂　　白　　剤

防かび剤（防ばい剤）

甘味料（サッカリンNa）
着色料（クチナシ）またはクチナシ色素
保存料（ソルビン酸）
ゲル化剤（ペクチン）、増粘多糖類
酸化防止剤（ビタミンＥ）
発色剤（亜硝酸Na）
漂白剤（亜硫酸Na）
防かび剤（OPP）または防ばい剤（OPP）

防かび剤
又は

防ばい剤

加　工　助　剤
加工の際に使用されるが除去されたり中和さ
れたりして最終食品に残らないもの

原料中に含まれるが、使用したものにはごく
微量しか含まれず、最終食品に効果を発揮す
ることができる量より明らかに少ない場合

キャリーオーバー

活性炭、カセイソーダ

栄 養 強 化 剤
栄養強化を目的とするもの
（特別用途食品、機能性表示食品を除く）

ビタミンＣ

せんべいにぬられた
醤油の保存料　　　

甘味料 サッカリン、サッカリンカルシウム、サッカリンナトリウム

イーストフード　ガムベース　かんすい　苦味料　酵素　光沢剤　香料又は合成香料
酸味料　軟化剤　調味料　豆腐用凝固剤又は凝固剤　乳化剤

水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤　膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉

※ただし、添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や着色料、甘味料などのように添加物の効果が視覚、味覚などで感
　知できる場合はキャリーオーバーにはなりません。

※酸化防止剤として使用した場合は、
　「酸化防止剤（ビタミンＣ）」と表示

（例１）着色料を使用したイチゴソースをイチゴアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果があるのでキャリー
　　　　オーバーとはならず、表示が必要
（例２）発色剤を使用したハムをポテトサラダに使用した場合、ハムは原型をとどめているのでキャリーオーバーとはならず、
　　　　表示が必要

ⅢⅢ

アゾキシストロビン、イマザリル、オルトフェニルフェノール、
オルトフェニルフェノールナトリウム、ジフェニル、チアベンダゾール、
ピリメタニル、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ジフェノコナゾール



２　輸入食品

◆
◆
◆

◆
◆

◆

食品衛生情報Ⅲ.

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/#laws
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/index.html


３　残留農薬

ⅢⅢ

→

97.5

Acceptable Daily Intake Acute Reference Dose
24



４　魚介類中の環境汚染物質

５　アレルギー物質を含む食品の表示

↓

食品衛生情報Ⅲ.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/


規　定 食　品　の　名　称 理　由
表示を義務化

（特定原材料）（８品目）

表示を奨励
（20品目）

えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生（ピーナッツ）
・症例が多い
・症状が重篤

・症例がある
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、
キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、
バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

ⅢⅢ

原則、個々の原材料や添加物の直後に括弧（　）を付して個別に表示します。

原材料欄及び添加物欄の最後に「（一部に○○を含む）」と表示します。



６　遺伝子組換え食品

食品衛生情報Ⅲ.

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/


農作物 加工食品 農作物 加工食品

大豆
（枝豆及び
大豆もやしを
含む）

とうもろこし

ばれいしょ

なたね
綿　実

アルファルファ
てん菜
パパイヤ
からしな

  1．豆腐類及び油揚げ類
  2．凍豆腐、おから及びゆば
  3．納豆
  4．豆乳類
  5．みそ
  6．大豆煮豆
  7．大豆缶詰及び大豆瓶詰
  8．きな粉
  9．大豆いり豆
10．１～９を主な原料とするもの
11．調理用の大豆を主な原材料とするもの
12．大豆粉を主な原材料とするもの
13．大豆たんぱくを主な原材料とするもの
14．枝豆を主な原材料とするもの
15．大豆もやしを主な原材料とするもの

16．コーンスナック菓子
17．コーンスターチ
18．ポップコーン
19．冷凍とうもろこし
20．とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21．コーンフラワーを主な原材料とするもの
22．コーングリッツを主な原材料とするもの
23．調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの
24．16～ 20を主な原材料とするもの

25．ポテトスナック菓子
26．乾燥ばれいしょ
27．冷凍ばれいしょ
28．ばれいしょでん粉
29．調理用のばれいしょを主な原材料とするもの
30．25～ 28を主な原材料とするもの

アルファルファを主な原材料とするもの
調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤを主な原材料とするもの

　組み換えられたDNA（遺伝子）や、新しくできたタンパク質が、加熱などの加工によって、加工後の食品に残存しない
場合は表示されません。
（例：しょうゆ、大豆油、コーンフレーク、菜種油、綿実油、マッシュポテト、ポテトフレーク、水あめなど）

又は

ⅢⅢ

遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品が、生産流通及び加工の各段階で
混入が起こらないように管理し、そのことが書類により証明されていること。

※任意表示は2023年４月１日から新しい制度になりました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/idenshi/index.html


７　健康食品（保健機能食品）

特定保健用食品

ミネラル類

ビタミン類

その他

食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保
健の目的が期待できる旨の表示をする食品

特定保健用食品（再許可等） 既に許可を受けている食品について、商品名や風味等の軽微な変更等をした特定
保健用食品

特定保健用食品
（規格基準型）

特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている
関与成分について規格基準を定め、消費者委員会の個別審査なく、消費者庁にお
いて規格基準への適合性を審査し許可する特定保健用食品

条件付き特定保健用食品
特定保健用食品の審査で要求している有効性の科学的根拠のレベルには届かない
ものの、一定の有効性が確認される食品を、限定的な科学的根拠である旨の表示
をすることを条件として許可する特定保健用食品

特定保健用食品
（疾病リスク低減表示）

関与成分の疾病リスク低減効果が医学的・栄養学的に確立されている場合、疾病
リスク低減表示を認める特定保健用食品（現在は関与成分としてカルシウム及び
葉酸がある）

亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、カリウム

n-３系脂肪酸

ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B１、B２、B６、B12、C、D、E、K、
葉酸

一般食品
※機能性の表示ができない

保健機能食品

食品

医薬品

医薬部外品

栄養機能食品

機能性表示食品

特定保健用食品

※機能性の表示ができる

栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整
食品といった表示で販売されている食品は
一般食品です

食品衛生情報Ⅲ.

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_200602_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/pdf/food_labeling_cms206_20200730_03.pdf


食品衛生情報Ⅲ.

健康被害が疑われる場合は、すぐに使用をやめ、最寄りの医療機関を受診し、保健所へ
ご相談ください。

機能性表示食品

・疾病に罹患していない方（未成年者、妊産婦（妊娠を計画している方を含む。）及び授乳婦を

　除く。）を対象にした食品です。

・生鮮食品を含め、すべての食品（一部を除く）が対象となっている。

・安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販

　売前に事業者より消費者庁へ届けられる。

・「おなかの調子を整えます」など、特定の保健の目的が期待できる（健康の維持及び増進に役

　立つ）という食品の機能性を表示することができる。

・安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示される。

・特定保健用食品とは異なり、消費者庁に個別に許可を受けたものではない。

ⅢⅢ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_and_nutrition_labelling/
https://hfnet.nibiohn.go.jp/


仙台市の食品安全に関わる行政機関関仙台市の食品安全に関わる行政機関

１　食品衛生行政機関

３　仙台市食品安全対策協議会

２　仙台市食品安全対策推進会議

仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.



４　健康福祉局生活衛生課

https://www.city.sendai.jp/kurashi/anzen/ese/index.html


Ｒ４年度のサポーター活動にてデザインした
ウエットティッシュ

仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.



５　保健福祉センター衛生課　食品衛生係

令和４年度　監視指導件数 8,879 件

令和４年度　収去等検体数 600 件

令和４年度　施設、器具類ふきとり等検査数 1,534 件

令和４年度　苦情調査件数 254 件

令和４年度　ファクシミリ等による情報提供 22回　　延べ　2,853 件

令和４年度　講習会開催回数

　　　　　　　　　受講者数

68回

1,729 人



６　食品監視センター

令和４年度　監視指導件数 22,578 件

令和４年度　収去検体数 596 件

残留農薬
検査

検体数 違反数 検体数 違反数 検体数 陽性数 検体数 陽性数 検体数 違反数 検体数 違反数

放射性物質
検査

腸炎ビブリオ
検査

ノロウイルス
検査

貝毒検査
麻痺性 下痢性

令和４年度
令和３年度
令和２年度

56
63
107

1
0
0

82
92
156

0
0
0

104
128
193

0
0
3

27
16
31

0
0
0

8
10
12

0
0
0

4
6
6

　0
0
0

仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.

https://www.city.sendai.jp/shokuhin/kurashi/anzen/ese/kensa/shokuhin.html


令和４年度　講習会等開催回数

　　　　　　　　　　受講者数

14回

311 人

令和４年度　HACCPに関する助言・指導実施件数 広域流通食品製造施設等　 38 件

市場内施設 　69 件



仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.

令和４年度　ファクシミリによる情報提供

　　　　　　　　　　　　　　           述べ 

96 回

3,958 件

※衛生証明書
　　衛生証明書は日本から輸出される農林水産物又は食品が、輸出先国の政府機関が定める衛生基準に適合することを証明
する書類です。令和4年7月1日よりベトナム向け輸出水産食品及び台湾向け輸出貝類の衛生証明書に係る業務は農林水産
省へ移管されました。

http://www.city.sendai.jp/shokuhin/kurashi/anzen/ese/kanshi/index.html
http://www.city.sendai.jp/chuo-kanri/kurashi/shizen/nogyo/nosanbutsu/oroshiuri/index.html


７　食肉衛生検査所

令和４年度　と畜検査頭数　132,051 頭（牛 18,333 頭、豚 113,718 頭）

　　　　　　 BSE 検査頭数　　　　0頭

め
ん
羊
・
山
羊

牛
・
豚
・
馬

生
体
検
査

確 認 検 査
実施機関で
確 定 診 断

解
体
検
査

枝
肉
検
査

内
臓
検
査

頭
部
検
査

精
密
検
査

病
理
検
査

理
化
学
検
査

微
生
物
検
査

Ｂ
Ｓ
Ｅ
検
査※

出　

荷

焼　

却

検　

印

合格

合格

合格

不合格

とさつ禁止

不合格 不合格

廃棄処分 廃棄処分

※BSE検査の対象は、生後24か月齢以上で、原因不明の何らかの神経症状又は全身症状を示す牛

BSE確定

陽性

https://www.city.sendai.jp/shokuniku/kurashi/anzen/ese/kensa/kensa/index.html


令和４年度　残留有害物質検査頭数

　　　　　　動物用医薬品

　　　　　　残留農薬

76頭 （延べ 2,028 項目）

28頭 （延べ   840 項目）

令和４年度　監視指導件数

　　　　　　枝肉の微生物検査件数

　　　　　　食肉輸送車等の衛生指導件数

　　　　　　事業者への啓発資料配布

239 件

300 件

29 件

45 部

令和４年度　衛生講習会 ８回（154名）

令和４年度　

・食肉まつり　　

　新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い開催中止　

・見学者等への啓発資料配布 5 種類 44部

仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.

https://www.city.sendai.jp/shokuniku/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/kansensho/shokuniku/index.html


８　衛生研究所

令和４年度　検査実施件数

○収去検体数　　　　　1,187 件 

　　　検査項目数： 微生物検査 延べ　3,509 項目　理化学検査 延べ  17,372 項目

○苦情・食中毒検体数　　 85 件

　　　検査項目数： 微生物検査 延べ　   193 項目

○放射性物質検査検体数　127 件



仙台市の食品衛生に関わる行政機関Ⅳ.

https://www.city.sendai.jp/bisebutsu/kurashi/kenkotofukushi/kenkoiryo/ese/


令和４年度  事業概要令和４年度  事業概要

１　食品関係営業施設の監視指導※１

２　食品等の検査

※１　令和３年６月１日に施行された食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）により、許可業種が再編され、
新たな届出制度が創設されました。年度ごとの施設数及び監視指導件数については、令和３年度より新たに掲載していき
ます。

※２　許可施設とは、食品を取り扱う施設のうち、食品衛生法に基づく営業許可を取得した施設をいいます。令和３年５月31
日までは、飲食店営業、喫茶店営業、魚介類販売業、菓子製造業などの34業種が指定されていましたが、令和３年６月１
日より再編・統合され32業種が新たに指定されました。

※３　届出施設とは、営業許可業種や届出不要な業種以外の製造・加工・販売・貯蔵など行う施設です。

許 可 施 設 数

監 視 指 導 件 数

届 出 施 設 数

監 視 指 導 件 数

令和３年度

14,275

15,039

4,963

20,573

令和４年度

14,407

16,698

5,558

14,902

検 査 検 体 数

違 反 数

平成30年度

3,150

2 

令和元年度

2,703

5 

令和２年度

2,747

1

令和３年度

2,266

3

令和４年度

3,021

4

3　食品衛生に関する講習会（リスクコミュニケーション）

開 催 回 数

受 講 者 数

平成30年度

187

6,680

令和元年度

194

8,463

令和２年度

85

2,962

令和３年度

96

3,927

令和４年度

113

4,351

ⅤⅤ

令和４年度  事業概要ⅤⅤ Ⅴ.

※2

※3



令和４年度  食品等の検査状況令和４年度  食品等の検査状況

１　食品衛生法及び食品表示法による食品の衛生確保

２　検査の目的

・

ⅥⅥ

令和４年度  食品等の検査状況ⅥⅥ Ⅵ.



３　食品の検査状況（令和４年度）

食品の種類 主 な 項 目 検体数 違反数 違 反 内 容

冷凍食品

魚介類加工品

乳

乳製品、乳類加工品

アイスクリーム類、氷菓

穀類とその加工品

菓子類

清涼飲料水

酒精飲料

野菜・果物と
その加工品

魚介類

肉・卵とその加工品

弁当・そうざいなど

合　　　　　計

22

75

8

4

2

24

106

11

2

521

163

250

246

1,434

1

1

1

4

細菌、ウイルス、貝毒
動物用医薬品
放射性物質

規格違反　　　　　　　1

規格違反　　　　　　　1

規格違反　　　　　　　1

1 規格違反　　　　　　　1残留農薬、食品添加物
放射性物質

細菌、動物用医薬品
食品添加物、放射性物質

細菌、ウイルス
食品添加物

細菌、残留農薬

細菌、食品添加物

細菌、成分規格

細菌、食品添加物

細菌、成分規格

細菌、食品添加物

細菌、食品添加物

細菌、食品添加物

細菌、食品添加物

ふきとり検査

スタンプ検査※

ATPふきとり検査

合　　　　　計

446

299

842

1,587

細菌、ウイルス

細菌

ATP※

※スタンプ検査：培地を検査対象に接触させて一定期間培養し、微生物の発生状況により汚染度を評価する検査方法。
※ATP：生物由来の有機物であるアデノシン三リン酸のこと。
　　　　施設や器具等の清浄度を表す指標となる。

ⅥⅥ

違反食品 措　　置検体数 輸入・国産の別違 反 内 容

１ 規格違反（大腸菌群陽性） 管轄自治体に通報国産

１ 管轄自治体に通報輸入

殻付かき（生食用）

１ 規格違反（大腸菌群陽性） 管轄自治体に通報国産鯨ベーコン

１ 管轄自治体に通報国産うめ

冷凍食品（えび）
規格違反（動物用医薬品（スルファ
メトキサゾール）検出）

規格違反（残留農薬（クロルピリホ
ス）基準値超過）



４　食品添加物の検査状況（令和４年度　再掲）

食　品　の　種　類

食　品　の　種　類

合　　　　　　　計

項　　　目 検体数（違反数）

国  産  品
検体数（違反数）

輸  入  品
検体数（違反数）

計
検体数（違反数）

冷 凍 食 品

魚 介 類 加 工 品

肉 ・ 卵 と そ の 加 工 品

乳 製 品 ・ 乳 類 加 工 品

穀 類 と そ の 加 工 品

野 菜 ・ 果 物 と そ の 加 工 品

菓 子 類

清 涼 飲 料 水

酒 精 飲 料

弁 当 ・ そ う ざ い な ど

合　　　　　　計

魚 介 類

冷 凍 食 品

魚 介 類 加 工 品

肉 ・ 卵 と そ の 加 工 品

穀 類 と そ の 加 工 品

野 菜 ・ 果 物 と そ の 加 工 品

菓 子 類

清 涼 飲 料 水

酒 精 飲 料

弁 当 ・ そ う ざ い な ど

細菌

細菌、残留農薬、動物用医薬品など

細菌

動物用医薬品など

食品添加物など

残留農薬、食品添加物など

食品添加物

細菌、食品添加物など

食品添加物

細菌、食品添加物など

0

47

19

0

12

17

1

5

0

1

102（0）

1

0

3

0

4

18

16

1

2

1

46（0）

1

47

22

0

16

35

17

6

2

2

148（0）

89

16（1）

1

6

4

36

16

1

2

1

172（1）

５　輸入食品の検査状況（令和４年度　再掲）

令和４年度  食品等の検査状況Ⅵ.



６　放射性物質の検査状況（令和４年度　再掲）

※

※

※ゲルマニウム（Ge）半導体検出器により仙台市衛生研究所で検査実施

食品の種類

食品の種類

違反数

違反数

基準値

検体数

放射性セシウム
（Bq/kg）

基準値

放射性セシウム
（Bq/kg）

検体数

100
13

69

0

０

野菜類

魚介類

肉卵類

牛　乳

穀類及びその加工品

野菜、果実類

6

2

2

35

0

0

0

0

100

50

100

100

ⅥⅥ

https://www.city.sendai.jp/shokuhin/kurashi/anzen/ese/kensa/shokuhin.html


分　類 種類 検体数 食　　品　　名　（　　）内は検体数

果 実 類

冷凍食品など

そ の 他

野 菜 類

合　　計 19種類　25検体

4

8

5

2

4

13

6

2

アボカド (2)、オレンジ (2)、キウィー (1)、グレープフルーツ (2)、バナナ (2)、

パイナップル (1)、メロゴールド (1)、レモン (2)

えだまめ (2)、オクラ (1)、カリフラワー (1)、さといも (1)、ブロッコリー (1)

コーヒー豆 (1)、ライマ豆 (1)

かぼちゃ (1)、たけのこ (1)、ピーマン (1)、未成熟いんげん (1)

７　農産物の残留農薬の検査状況（令和４年度　再掲）

分　類 種類 検体数 食　　品　　名　（　　）内は検体数

果 実 類

野 菜 類

合　　計 42種類　45検体

15 15

27 30

いちご (1)、いよかん (1)、うめ (1)、おうとう（さくらんぼ）(1)、かき (1)、

すいか (1)、西洋なし (1)、デコポン (1)、日本なし (1)、はっさく (1)、ぶどう (1)、

みかん (1)、メロン (1)、りんご (1)、レモン (1)

オクラ (1)、かぶ類の根 (1)、かぼちゃ (1)、かんしょ（さつまいも）(1)、

キャベツ (2)、きょうな（みず菜）(1)、こまつな (1)、ごぼう (1)、しゅんぎく (1)、

しょうが (1)、せり (1)、たまねぎ (1)、だいこん類の根 (2)、チンゲンサイ (1)、

トマト (1)、なす (1)、にがうり (1)、にんじん (1)、ねぎ (2) 、はくさい (1)、

ばれいしょ (1)、ブロッコリー (1)、ほうれんそう (1)、ヤーコン (1)、ゆき菜 (1)、

れんこん (1)、わさび菜 (1)

分　　類

国産農産物

輸入農産物

農薬の種類数

260

延べ項目数

10,324

5,056

令和４年度  食品等の検査状況Ⅵ.



合　　計

種　　類 原産地 検出農薬 検出値（ppm） 残留基準（ppm）

オクラ

しゅんぎく

ねぎ

ねぎ

はくさい

ゆき菜

わさび菜

いよかん

おうとう（さくらんぼ）

かき

西洋なし

はっさく

メロン

高知県

宮城県

うめ 宮城県

高知県

茨城県

宮城県

茨城県

宮城県

宮城県

愛媛県

和歌山県

茨城県

レモン 愛媛県

山形県

山形県

奈良県

デコポン 熊本県

なす

エトフェンプロックス

アセタミプリド

ジエトフェンカルブ

フルジオキソニル

プロシミドン

フルジオキソニル

クロチアニジン

ボスカリド

シアゾファミド

クロチアニジン

クロルピリホス

テブコナゾール

メチダチオン

クロルピリホス

ジフェノコナゾール

ピラクロストロビン

ボスカリド

ジノテフラン

ジノテフラン

シハロトリン

フェンプロパトリン

メチダチオン

フェントエート

メチダチオン

アルドリン及びディルドリン

プロシミドン

テブコナゾール

ピラクロストロビン

ボスカリド

0.20

0.54

0.01

0.01

0.13

0.01

0.03

0.08

0.01

0.22

0.02

0.04

0.07

0.26

0.26

0.32

0.84

0.12

0.02

0.02

0.11

0.04

0.08

0.03

0.01

0.07

0.09

0.02

0.02

3

10

2

1

5

7

1

40

20

10

1

5

5

0.01（一律基準）

3

3

3

2

1

0.4

2

5

5

5

0.1

2

5

2

10

基準値は令和５年４月17日現在

基準値は令和５年４月17日現在

17検体　（18農薬、延べ29項目）

ⅥⅥ



令和４年度  食品等の検査状況Ⅵ.

合　　計

種　　類 原産地 検出農薬 検出値（ppm） 残留基準（ppm）

アボカド

アボカド

えだまめ

えだまめ

未成熟いんげん

オレンジ

グレープフルーツ

ペルー

メキシコ

タイ

タイ

オマーン

オーストラリア

トルコ

シペルメトリン

ペルメトリン

シペルメトリン

シハロトリン

アゾキシストロビン

クロチアニジン

アセタミプリド

ピリダベン

マラチオン

0.03

0.04

0.08

0.01

0.03

0.01

0.01

0.01

0.01

0.1※1

1

2

1.0

3

2

2

1

7

基準値は令和５年４月17日現在
　ただし、※1の基準値は収去検査実施時点の基準値である

７検体　（８農薬、延べ９項目）



８　畜水産食品の残留農薬等の検査状況（令和４年度　再掲）

食　品　名
総検体数（件） 動物用医薬品（件） 農薬（件）

国産

牛肉

豚肉

鶏肉

鶏卵

養殖魚介類

魚介類加工品

小計

合計 118

1

1

1

0

1

4

8

90

44

32

0

1

4

1

82

1

1

1

0

1

4

8

28

16

12

0

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

60

44

0

1

4

1

110

輸入 国産 輸入 国産 輸入

分　　類

動物用医薬品

農薬

合計

種類数

72

30

延べ項目数

2,341

840

102種類　延べ3,181項目

ⅥⅥ

種　　類 原産地 検出農薬 検出値（ppm） 残留基準

加熱後摂取冷凍食品
（凍結前未加熱）
（エビ）※

養殖魚（ブリ）

ベトナム スルファメトキサゾール 0.02

宮崎県 オキシテトラサイクリン 0.02 0.2ppm

含有しては
ならない

※輸入者を管轄する自治体に情報提供しました。



９　魚介類中の環境汚染物質モニタリング検査状況（令和４年度　再掲）

10　 生食用かきの検査状況（成分規格）（令和４年度　再掲）

11　 生食用かきの検査状況（ノロウイルス）（令和４年度　再掲）

項　　　目

総　水　銀

項　　目

細　菌　数

E.coli最確数

項　　目

ノロウイルス

検体数

37

陽性

0

陽性率

0.0％

検体数

40

40

超過（違反）

1

0

1

基　　準

  50,000/g　以下

230/100g　以下

合　　　計　　　40検体　延べ80項目

分　類

魚介類

検体数

5

検出数

5

検出値

0.05～0.15

暫定的規制値（ppm）

0.4

※暫定的規制値を超えた検出事例はありませんでした。

令和４年度  食品等の検査状況Ⅵ.



仙台市食品の安全性確保に関する基本方針針針方針方針本方針本方基本方基本仙台市食品の安全性確保に関する基本方針

　仙台市では、食品安全基本法の基本理念を踏まえ、食品の安全性確保に向けた実効性ある施策を総合
的かつ計画的に推進するため、平成18年９月に「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」を策定し、
市民の食生活を取り巻く様々な事件や問題に迅速に対処してまいりました。
　今後も、広域化・国際化する食品の安全性確保に向けて、国や宮城県等との連携はもとより、消費者、
生産者、食品等事業者とのリスクコミュニケーションを一層図りながら、市民の負託に応えてまいります。

① 生産者、食品等事業者が生産から流通販売までの各段階において、適切な自主管理が行われ
　 るよう必要な施策を実施します。
② 生産から消費までの各段階において、食品の安全性の確保を効果的に行うため、指導啓発、
　 監視、食品の検査等、必要な施策を実施します。
③ 関係者の相互理解と協力により食品の安全性確保対策を進めるため、情報提供や意見交換等、
　 必要な施策を実施します。

・消費者の視点に立った安全性確保
・事業者の自主管理による安全性確保
・関係者による相互理解と協力による安全性確保

１　本市の責務

　生産者、食品等事業者は、自らが食品の安全性の確保について、第一義的責任を有している
ことを認識して、以下のとおり必要な措置を実施する責務を有します。
① 食品の安全性を確保するため、必要な措置を適切に講じます。 
② 自らの事業活動に係る食品等に関する正確かつ適切な情報の提供に努めます。 
③ 自らの事業活動に関し、仙台市が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力します。

２　生産者、食品等事業者の責務

　消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保
に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極
的な役割を果たします。

３　消費者の役割



　食品の生産、製造加工、流通販売に携わるすべての人が、食品の安全性確保について、責任を有することを
認識し、自らが食品の安全性を確保するよう自主管理を行っていく必要があります。生産者および食品等事業
者が、食品の安全性確保に関する知識を深め、自主管理を適切に行えるよう支援します。

　食品等の生産・製造・流通等の状況、食品関係施設の実態、食中毒等の食品衛生上の危害発生状況等を考
慮し、効果的な監視や食品検査を充実していきます。また、食品の安全性に関する情報収集や調査研究を行
います。

　食品が関係する健康被害発生時には、原因究明とともに被害が拡大しないよう迅速な対応が必要です。
　また、確かな情報に基づいた冷静な市民の行動のためには、適切な情報提供が重要です。このため、食品
の安全性に関する情報を収集、集約して、市民に適切に情報提供を行います。

　食品の安全性確保に関する情報を消費者や生産者、食品等事業者に提供していきます。また、食品の安全
性確保に関する国のリスク評価、国や仙台市のリスク管理の手法についてリスクコミュニケーションを行い、
その意見を施策に反映させるなど、消費者、生産者、食品事業者、行政の相互理解を深め、協力して食品の
安全性確保を推進します。

　食品の安全性確保対策を実施するにあたり、食育により食品の安全性や食品への理解を深
めることが重要です。食育基本法において、食育推進のため７つの取組が示されていますが、
ここでは、食品の安全性確保の観点から、関連する「生産者と消費者の交流」、「食品の安全
性に関する情報提供」等についても再掲します。

　食品流通の国際化、広域化が進み、仙台市内で消費される多くの食品は、輸入食品や市外で生産、
製造加工された食品です。また、食品の安全性確保のために、食品安全基本法をはじめとして多く
の関係法令があり、国や地方自治体のさまざまな機関でその役割を担っています。これらのことから、
国や他の関係自治体とより一層の連携を図りながら、食品の安全性確保対策を推進します。

仙台市食品の安全性確保に関する基本方針Ⅶ.

https://www.city.sendai.jp/kurashi/anzen/ese/torikumi/index.html


　改正食品衛生法の新基準に基づき、営業施設の衛生管理が 適切に行われているか確認します。  ＨＡＣＣＰに沿っ
た衛生管理は、取り扱う食品の種類や事業の規模に応じた取組みが求められることから、講習会や個別相談等、
様々な機会を設けて指導します。

令和５年度  仙台市食品衛生監視指導計画画画計画計画計画導計導計令和５年度  仙台市食品衛生監視指導計画

　食品衛生に関する監視指導については、食品衛生法第24条の規定に基づき、国が示した「食品衛生に
関する監視指導の実施に関する指針」を踏まえて「食品衛生監視指導計画」を定めることとしています。
　仙台市では、この「食品衛生監視指導計画」を「仙台市食品の安全性確保に関する基本方針」に基づ
くアクションプランのひとつに位置づけ、食品の安全を確保するための施策として策定しています。

１　令和５年度の重点事業

　生食用として販売・提供が禁止されている牛の肝臓や豚肉（内臓を含む。）、及び規格基準等が定められている生
食用食肉（牛肉）の取扱いについて、食品等事業者への指導を徹底します。また、鶏や野生鳥獣等の食肉及び内臓
についても、生や加熱不十分で食べることは、食中毒リスクが非常に高いことから、食品等事業者に対し、十分に
加熱して提供するよう指導します。また、市ホームページやパンフレット等により市民に対しても啓発します。

※ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理
　　食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年６月13日公布）により、食品の安全性を確保するため、ＨＡＣＣＰに
　沿った衛生管理が制度化されました。原則として、全ての食品等事業者が対象となります。具体的には、個々の食品等
　事業者が使用する原材料、製造・調理工程等に応じた衛生管理となるよう計画策定、記録保存を行い、衛生管理を「最
　適化」、「見える化」するものです。

　市民との食品安全に関する意見交換を効果的に推進するため、「せんだい食の安全サポ―ター制度」を活用し、
食品衛生監視員と共に活動しながら、食品安全について正しい情報をわかりやすく伝えることができる人材「せん
だい食の安全情報アドバイザー」を育成します。また、講演会、市政出前講座などの活動を通じて市民、食品等事
業者との意見交換を行い、食品の安全性に関する科学的な理解の普及に努めます。さらに、食品の安全性確保への
取組みについても情報共有に努めます。



２　令和５年度の具体的な取組み

　改正食品衛生法により、原則全ての食品等事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が義務付けられまし
た。
　食品等事業者が食品衛生法に基づいた衛生管理を確実に実施し、さらに衛生管理の向上に向けた自主
的な取組みを進めることができるように、計画的な監視指導を行います。

１　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況の確認及び指導

　本市における食品等の生産・製造・流通状況や食品関係施設の実態、食中毒をはじめとした食品衛生
上の危害発生状況等を考慮し、計画的かつ効果的な監視指導に取り組みます。

２　製造・加工から消費までの各段階における食品の安全性確保対策の充実

（1）食品等関係営業施設に対して、施設の特性に応じて監視の頻度を設定し立入検査を実施します。
（2）市内で製造、流通、販売される食品等、1,200検体について検査を実施します。
（3）仙台市中央卸売市場や食肉市場などの流通拠点において、監視指導・食品検査を重点的に実施します。
（4）食肉に処理される検査対象牛について、ＢＳＥスクリーニング検査を行います。

施設分類 対象施設 監視予定回数

食中毒事件原因施設
違反・不良食品原因施設

食中毒事件が発生した施設等、特に注意を要する
施設

給食施設等 病院、学校、社会福祉施設等の集団給食施設

広域流通・大量調理施設等
広域に流通する等、食品の取り扱い規模が大きく、
特に高度な衛生管理が必要な施設

上記以外の施設 取り扱う食品の特性や、自主回収報告の原因施設
等、適宜監視指導が必要な施設

一斉監視対象施設
厚生労働省及び消費者庁からの通知に基づき実施
する夏期一斉取締り及び年末一斉取締りの対象施
設

年３回

年２回

年２回

年１回

随　時

※　ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施状況を踏まえて必要に応じて 監視回数を調整する。

令和５年度　仙台市食品衛生監視指導計画Ⅷ.



食品の種類

検体数 主な検査項目

主な検査項目
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菌

魚介類及びその加工品

冷凍食品

肉・卵とその加工品

乳、乳製品、乳類加工品

穀類とその加工品

野菜・果物とその加工品

菓子類

清涼飲料水

肉・卵とその加工品

魚介類及びその加工品

野菜・果物とその加工品

各区衛生課

食品監視センター

食肉衛生検査所

ふき取り検査等
（微生物検査、ATP検査＊）

細菌、ウイルス、清浄度1,600
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1,200

上記以外の食品等
（弁当・そうざい等）

検体数

　食中毒等、食品が関係する健康被害の情報を察知した場合には、関係機関と連携しながら、原因を究
明するとともに被害拡大防止対策を講じます。また、緊急事態が発生した場合には、国及び他自治体か
らも情報収集し、情報の集約・一元化を行い、庁内関係各課と情報や対応方針の共有化を図りながら対
応します。

３　食中毒等の緊急事態発生時の対応

※貝毒、環境汚染物質、アレルギー物質、成分規格等

上記以外の食品等
（弁当・そうざい等）



　食品衛生に関する監視指導が迅速に実施されるよう庁内関係各課や国、他自治体等と連携を図ります。

５　関係機関との連携及び実施体制

　食品の安全性確保に関する情報を消費者及び食品等事業者に向けて様々な媒体を利用し提供していき
ます。また、消費者、生産者、食品等事業者及び行政の相互理解を深めるため意見交換会を開催すると
ともに、様々な立場の意見を正しく理解し、リスクコミュニケーションの支援、仲介のできる人材の育
成を図ります。

４　相互理解のためのリスクコミュニケーションの推進

（1）食品安全対策協議会、食品の安全性に関するシンポジウム、講演会及びせんだい食の安全サポーター
　　  会議を開催し、消費者、食品等事業者と意見交換を行います。
（2）食品衛生監視指導計画作成にあたっては、関係機関や市民から広く意見を募集し、確定した計画につ
　　  いては公表します。
（3）せんだい食の安全サポーター、せんだい食の安全情報アドバイザーの活動などを通じて、リスクコミュ
　　  ニケーションの支援、仲介のできる人材の育成を図ります。
（4）食品衛生情報誌「食の情報館」、ホームページ、市政だより、各種パンフレット、市政出前講座など
　　  により、消費者、 食品等事業者に対して食品衛生に関する知識・情報を提供します。

令和５年度　仙台市食品衛生監視指導計画Ⅷ.

https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/sonota/demaekoza/index.html
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